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地域公共交通確保維持事業

地域公共交通確保維持改善事業～生活交通サバイバル戦略～地域公共交通確保維持改善事業～生活交通サバイバル戦略～
２５年度予算額 ３３３億円

（対前年度比１．００）地域公共交通確保維持事業

・ 存続が危機に瀕している生活交通のネットワークについて、地域のニーズを踏まえた最適な交通手段であるバス交通、デマンド交通、
離島航路・航空路の確保維持のため、地域の多様な関係者による議論を経た地域の交通に関する計画等に基づき実施される取組みを支援

（対前年度比１．００）

＜効率運行（航）を前提に、事前に算定された収支差を補助。離島航路、離島航空路の島民割引運賃の取組等も補助。＞

○都道府県を主体とした協議会の取組みを支援
： 地域をまたがる幹線バス交通ネットワーク、離島航路・離島航空路の確保・維持 等

○市町村を主体とした協議会の取組みを支援
： 幹線バス交通等幹線交通ネットワークと密接な地域内のバス交通・デマンド交通等の確保・維持 等

○東日本大震災被災地域における幹線バス交通ネットワーク等の確保・維持の取組について、特例措置により支援 (※)

地域公共交通バリア解消促進等事業

・ 個別のモードごとの支援から公共交通のバリアフリー化等を一体的に支援する制度

地域公共交通
調査等事業

個別の ド の支援 ら公共交通の リア リ 化等を 体的 支援する制度

バリアフリー化 利用環境の改善 地域鉄道の
安全性の向上

バス、タクシー、旅客船、
鉄道駅 旅客

バリアフリー化されたまちづくりの
環として ＬＲＴ ＢＲＴ ＩＣカ ド

・ 地域の公共交通の確保・維持・改善
に資する調査支援

・ 地域ぐるみの利用促進に資する取組
みを支援鉄道駅、旅客

ターミナルの
バリアフリー化
等を支援

地域鉄道の安全性
向上に資する設備
整備等を支援

一環として、ＬＲＴ、ＢＲＴ、ＩＣカード
の導入等公共交通
の利用環境改善
を支援

みを支援

・ 東日本大震災被災地域における地域
内の生活交通の確保・維持のあり方
について、特例措置により支援 (※)

（※）東日本大震災の被災地域におけるバス交通等生活交通の確保・維持のため、復旧・復興対策に係る経費として、
復興庁に計上される２７億円を含む。 １



１ 地域公共交通確保維持事業について１ 地域公共交通確保維持事業について１．地域公共交通確保維持事業について１．地域公共交通確保維持事業について

２



地域公共交通確保維持事業（陸上交通）の概要地域公共交通確保維持事業（陸上交通）の概要地域公共交通確保維持事業（陸上交通）の概要地域公共交通確保維持事業（陸上交通）の概要

地域特性や実情に応じた地域最適な生活交通ネットワークを確保・維持するため、地域間生活交通
のネットワ クと当該ネットワ クのフィ ダ として高齢者等の生活を支える地域内の 定の生活交

○地域間幹線系統

のネットワークと当該ネットワークのフィーダーとして高齢者等の生活を支える地域内の一定の生活交
通等の運行について一体的に支援する。

主な補助要件(*補助要件については 適宜適切に見直しを行う ）
・ 地域間幹線バス系統のうち、一定の要件を満

たし、赤字が見込まれる系統であって、生活
交通ネットワーク計画（※１）に位置付けられた
ものについて、国が事前算定による予測収支

・ 生活交通ネットワーク計画に記載（都道府県単位）
・ 従前の地バス補助の要件緩和

（距離要件（１０ｋｍ要件）の廃止、複数市町村の
判定時点を平成13年3月31日に緩和）

・ 生活交通ネットワーク計画に記載（都道府県単位）
・ 従前の地バス補助の要件緩和

（距離要件（１０ｋｍ要件）の廃止、複数市町村の
判定時点を平成13年3月31日に緩和）

主な補助要件(*補助要件については、適宜適切に見直しを行う。）

○地域内フィーダー系統

ものに て、国が事前算定による予測収支
差の１／２を補助

判定時点を平成13年3月31日に緩和）
・ 事前内定方式（※２）への変更

判定時点を平成13年3月31日に緩和）
・ 事前内定方式（※２）への変更

主な補助要件(*補助要件については 適宜適切に見直しを行う ）

※補助対象事業者：一般乗合旅客自動車運送事業者

・ 地域間幹線バス系統等と密接な地域内の

・ 補助対象地域間幹線バス系統のフィーダー系統な
ど過疎地域をはじめとする交通不便地域の移動確
保を目的とするもの

・ 生活交通ネットワーク計画に記載（市町村単位）

・ 補助対象地域間幹線バス系統のフィーダー系統な
ど過疎地域をはじめとする交通不便地域の移動確
保を目的とするもの

・ 生活交通ネットワーク計画に記載（市町村単位）

主な補助要件(*補助要件については、適宜適切に見直しを行う。）

地域間幹線バス系統等と密接な地域内の
フィーダー路線のうち、過疎地域等の移動の
確保に資するなど一定の要件を満たし、赤字
が見込まれる系統であって、生活交通ネット
ワーク計画（※１）に位置付けられたものについ

・ 生活交通ネットワ ク計画に記載（市町村単位）
・ バス停共有等により幹線交通と接続しているもの

・ 新たに運行を開始、又は新規に地方公共団体が
支援を開始する系統

・ 生活交通ネットワ ク計画に記載（市町村単位）
・ バス停共有等により幹線交通と接続しているもの

・ 新たに運行を開始、又は新規に地方公共団体が
支援を開始する系統

補助 上限
ワ ク計画（※１）に位置付けられたものについ
て、国が事前算定による予測収支差の１／２
を補助 ・ 地域内生活交通への補助総額は、地域間生活交

通への補助総額の５０％以内

・ 各市町村ごとの補助額は、上記総額の範囲内で、

・ 地域内生活交通への補助総額は、地域間生活交
通への補助総額の５０％以内

・ 各市町村ごとの補助額は、上記総額の範囲内で、

補助の上限

※補助対象事業者：一般乗合旅客自動車運送事業者
自家用有償旅客運送者

（※１） 生活交通ネットワーク計画 ：地域の協議会の議論を経て策定される補助対象ネットワーク交通等に関する計画
（※２） 事前内定方式 ： 国は事業開始前に事業内容の妥当性（標準的な経費等）を確認して補助額をあらかじめ内定

市町村ごとの状況に応じて設定される想定上限額
の範囲内で実費を補助
市町村ごとの状況に応じて設定される想定上限額
の範囲内で実費を補助

自家用有償旅客運送者

３



○従前の地バス補助からの主な変更点

補助対象とする地域間幹線系統の要件補助対象とする地域間幹線系統の要件補助対象とする地域間幹線系統の要件補助対象とする地域間幹線系統の要件

・複数市町村の判定時点を平成１３年３月３１日に緩和
・距離要件（１０ｋｍ以上）の廃止
・補助金額の事前内定方式への変更に伴い、輸送量、赤字要件については、運行終了後の実績値

による判断から運行開始前に内定する予測値による判断に変更による判断から運行開始前に内定する予測値による判断に変更
・必要なサービスを効果的・効率的に確保維持するための協議会による実質的な議論を重視
・補助要件については適時適切に見直すものであること

具体的な要件
① 路線定期運行であること（補助対象事業者は一般乗合旅客自動車運送事業者）

② 複数市町村にまたがる系統であること。（ただし、要件成否は、平成１３年３月３１日における市町村の状態に応じて決定。）

③ 都道府県庁所在地 広域行政圏の中心市町村 又は広域行政圏の中心市町村に準ずる生活基盤が整備されていると都道府県協議

① 路線定期運行であること（補助対象事業者は一般乗合旅客自動車運送事業者）

② 複数市町村にまたがる系統であること。（ただし、要件成否は、平成１３年３月３１日における市町村の状態に応じて決定。）

③ 都道府県庁所在地 広域行政圏の中心市町村 又は広域行政圏の中心市町村に準ずる生活基盤が整備されていると都道府県協議

具体的な要件

③ 都道府県庁所在地、広域行政圏の中心市町村、又は広域行政圏の中心市町村に準ずる生活基盤が整備されていると都道府県協議
会が認めた市町村への需要に対応して設定される系統であること。

④ １日当たりの計画運行回数が３回以上のもの。ただし、都道府県協議会が認めた場合は、平日１日当たりの計画運行回数が３回以上
のものとする。

⑤ 輸送量が１５人 １５０人／日と見込まれること（※） （既存系統であ て ２ 年度連続して実績が１５人未満／日又は１５０人超／日

③ 都道府県庁所在地、広域行政圏の中心市町村、又は広域行政圏の中心市町村に準ずる生活基盤が整備されていると都道府県協議
会が認めた市町村への需要に対応して設定される系統であること。

④ １日当たりの計画運行回数が３回以上のもの。ただし、都道府県協議会が認めた場合は、平日１日当たりの計画運行回数が３回以上
のものとする。

⑤ 輸送量が１５人 １５０人／日と見込まれること（※） （既存系統であ て ２ 年度連続して実績が１５人未満／日又は１５０人超／日⑤ 輸送量が１５人～１５０人／日と見込まれること（※）。（既存系統であって、２ヶ年度連続して実績が１５人未満／日又は１５０人超／日
のものは除く。） （※）地域協働推進事業を実施しようとする場合にあっては、補助事業の要件を一部緩和

⑥ 経常赤字が見込まれること。（既存系統であって、過去２ヶ年度連続して経常黒字となった運行系統は除く。）

⑦ 補助対象期間の末日（９月３０日）において引き続き運行される予定の系統であること。（補助対象期間中に再編等を行う場合は、事前

⑤ 輸送量が１５人～１５０人／日と見込まれること（※）。（既存系統であって、２ヶ年度連続して実績が１５人未満／日又は１５０人超／日
のものは除く。） （※）地域協働推進事業を実施しようとする場合にあっては、補助事業の要件を一部緩和

⑥ 経常赤字が見込まれること。（既存系統であって、過去２ヶ年度連続して経常黒字となった運行系統は除く。）

⑦ 補助対象期間の末日（９月３０日）において引き続き運行される予定の系統であること。（補助対象期間中に再編等を行う場合は、事前⑦ 補助対象期間の末日（９月３０日）において引き続き運行される予定の系統であること。（補助対象期間中に再編等を行う場合は、事前
に生活交通ネットワーク計画の認定又は変更認定を受けた場合に限り、同一の補助対象系統が継続しての運行と取り扱う。）

⑧ 都道府県主催、関係市町村の参加する協議会における協議を経て、生活交通ネットワーク計画に確保・維持が必要な運行系統として
記載されていること。

＊関係市町村は、地域間幹線路線が、地域間輸送機能と地域内輸送機能の両面を担っている観点から議論に参画するものとする。

⑦ 補助対象期間の末日（９月３０日）において引き続き運行される予定の系統であること。（補助対象期間中に再編等を行う場合は、事前
に生活交通ネットワーク計画の認定又は変更認定を受けた場合に限り、同一の補助対象系統が継続しての運行と取り扱う。）

⑧ 都道府県主催、関係市町村の参加する協議会における協議を経て、生活交通ネットワーク計画に確保・維持が必要な運行系統として
記載されていること。

＊関係市町村は、地域間幹線路線が、地域間輸送機能と地域内輸送機能の両面を担っている観点から議論に参画するものとする。

5

⑨ 生活交通ネットワーク計画の策定にあたっては、住民や利用者、利害関係者の意見を反映させる観点から、当事者の協議会への参加、
アンケート、ヒアリング、公聴会又はパブリックコメント等のいずれかの手順を経ること。

⑩ 運送予定者が企画競争その他これに準ずる競争性のある方法により選定されていること。

⑨ 生活交通ネットワーク計画の策定にあたっては、住民や利用者、利害関係者の意見を反映させる観点から、当事者の協議会への参加、
アンケート、ヒアリング、公聴会又はパブリックコメント等のいずれかの手順を経ること。

⑩ 運送予定者が企画競争その他これに準ずる競争性のある方法により選定されていること。 ４



補助対象とする地域内フィーダー系統の要件補助対象とする地域内フィーダー系統の要件

○主な要件
・「補助対象地域間幹線バス系統のフィーダー系統」または「交通不便地域における地域間交通ネットワークのフィーダー系統」

： 補助対象地域間バス系統を補完するものであること、または、過疎地域など交通不便地域の移動確保を目的と
するものであること

・幹線アクセス性 ： 補助対象地域間幹線バス系統等へのアクセス機能を有するものであること
・サービス充実性 ： 新たに運行、または、公的支援を受けるものであること
・公共性 ： 公的な支援がなければ確保維持が困難なものであること

１ 路線定期運行 路線不定期運行若しくは区域運行又は市町村運営有償運送（交通空白輸送に限る）若しくは過疎地有償運送（乗合旅客の１ 路線定期運行 路線不定期運行若しくは区域運行又は市町村運営有償運送（交通空白輸送に限る）若しくは過疎地有償運送（乗合旅客の

具体的な要件

・公共性 ： 公的な支援がなければ確保維持が困難なものであること
・地域の合意 ： 地域の協議会による議論を経た計画に基づき実施されるものであること
・効率的・効果的なサービスの確保 ： 品質・価格・企画等を踏まえて運送予定者が選定されること

１．路線定期運行、路線不定期運行若しくは区域運行又は市町村運営有償運送（交通空白輸送に限る）若しくは過疎地有償運送（乗合旅客の
運送に限る。）であること。（補助対象事業者は一般乗合旅客自動車運送事業者及び自家用有償旅客運送者。）

２．以下の（１）、（２）のいずれかの要件を満たす系統であること。
（１）補助対象地域間幹線バス系統のフィーダー系統（注１）であること。（政令市、中核市及び特別区（以下、「政令市等」という。）が専らその運

行を支援するもの及びその運行区域のすべてが政令市等の区域内であるものを除く。 ）
（２）交通不便地域における地域間交通ネットワーク（注２）のフィーダー系統であること。（①または②であること。）

１．路線定期運行、路線不定期運行若しくは区域運行又は市町村運営有償運送（交通空白輸送に限る）若しくは過疎地有償運送（乗合旅客の
運送に限る。）であること。（補助対象事業者は一般乗合旅客自動車運送事業者及び自家用有償旅客運送者。）

２．以下の（１）、（２）のいずれかの要件を満たす系統であること。
（１）補助対象地域間幹線バス系統のフィーダー系統（注１）であること。（政令市、中核市及び特別区（以下、「政令市等」という。）が専らその運

行を支援するもの及びその運行区域のすべてが政令市等の区域内であるものを除く。 ）
（２）交通不便地域における地域間交通ネットワーク（注２）のフィーダー系統であること。（①または②であること。）（２）交通不便地域における地域間交通ネットワ ク（注２）のフィ ダ 系統であること。（①または②であること。）

①過疎地域等（※）における地域間交通ネットワークのフィーダー系統であること。
※過疎地域等：過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域（過疎地域とみなされる市町村、過疎地域とみなされる区域を含む。）、離島振興法に基づく離島振興対策実施地

域、半島振興法に基づく半島振興対策実施地域、山村振興法に基づく振興山村、奄美群島振興開発特別措置法に基づく奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法に基づく
小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法に基づく沖縄県の区域

②半径１ｋｍ以内にバスの停留所、鉄軌道駅、海港及び空港が存しない集落、市街地その他の交通不便地域として地方運輸局長等が指定
する地域の住民等の移動確保のための地域間交通ネ トワ クのフィ ダ 系統であること

（２）交通不便地域における地域間交通ネットワ ク（注２）のフィ ダ 系統であること。（①または②であること。）
①過疎地域等（※）における地域間交通ネットワークのフィーダー系統であること。

※過疎地域等：過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域（過疎地域とみなされる市町村、過疎地域とみなされる区域を含む。）、離島振興法に基づく離島振興対策実施地
域、半島振興法に基づく半島振興対策実施地域、山村振興法に基づく振興山村、奄美群島振興開発特別措置法に基づく奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法に基づく
小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法に基づく沖縄県の区域

②半径１ｋｍ以内にバスの停留所、鉄軌道駅、海港及び空港が存しない集落、市街地その他の交通不便地域として地方運輸局長等が指定
する地域の住民等の移動確保のための地域間交通ネ トワ クのフィ ダ 系統であることする地域の住民等の移動確保のための地域間交通ネットワークのフィーダー系統であること

（注１）フィーダー系統とは、バスの停留所、鉄軌道駅、海港及び空港において、地域間交通ネットワークと接続（注３）する系統をいう。
（注２）地域間交通ネットワークとは、地域間バス系統、鉄軌道路線、航路及び航空路をいう。
（注３）接続とは、バス停留所相互又はバス停留所と鉄軌道駅、海港又は空港との近接・共有、乗り継ぎに適したダイヤの設定、乗り継ぎ割引の設定など、乗り継ぎ円滑化のための

いずれかの措置が講じられていることをいう。

３．運行内容について、効率的・効果的運行のための「コミュニティバスの導入に関するガイドライン」なども踏まえ、地域における既存の交通
び生 交通 計 域 幹線系統 係 部分 載 整 整合が れ

する地域の住民等の移動確保のための地域間交通ネットワークのフィーダー系統であること
（注１）フィーダー系統とは、バスの停留所、鉄軌道駅、海港及び空港において、地域間交通ネットワークと接続（注３）する系統をいう。
（注２）地域間交通ネットワークとは、地域間バス系統、鉄軌道路線、航路及び航空路をいう。
（注３）接続とは、バス停留所相互又はバス停留所と鉄軌道駅、海港又は空港との近接・共有、乗り継ぎに適したダイヤの設定、乗り継ぎ割引の設定など、乗り継ぎ円滑化のための

いずれかの措置が講じられていることをいう。

３．運行内容について、効率的・効果的運行のための「コミュニティバスの導入に関するガイドライン」なども踏まえ、地域における既存の交通
び生 交通 計 域 幹線系統 係 部分 載 整 整合が れネットワーク及び生活交通ネットワーク計画の地域間幹線系統に係る部分の記載との調整・整合が図られていること。

４．新たに運行を開始する系統、又は新規に地方公共団体が支援を開始する系統、平成２３年度以降に地域内フィーダー系統に係る国庫補助
を受けたことがある系統。

５．経常赤字が見込まれること。（既存系統であって、過去２か年度連続して経常黒字となった運行系統は除く。）。
６．補助対象期間の末日（９月３０日）において引き続き運行される予定の系統であること。（再編等を行う場合は、事前に生活交通ネットワーク

計画の変更及び認定が必要）

ネットワーク及び生活交通ネットワーク計画の地域間幹線系統に係る部分の記載との調整・整合が図られていること。
４．新たに運行を開始する系統、又は新規に地方公共団体が支援を開始する系統、平成２３年度以降に地域内フィーダー系統に係る国庫補助

を受けたことがある系統。
５．経常赤字が見込まれること。（既存系統であって、過去２か年度連続して経常黒字となった運行系統は除く。）。
６．補助対象期間の末日（９月３０日）において引き続き運行される予定の系統であること。（再編等を行う場合は、事前に生活交通ネットワーク

計画の変更及び認定が必要）計画の変更及び認定が必要）
７．生活交通ネットワーク計画に確保又は維持が必要な運行系統として記載されていること。
８．生活交通ネットワーク計画の策定にあたっては、住民や利用者、利害関係者の意見を反映させる観点から、当事者の協議会への参加、アン

ケート、ヒアリング、公聴会又はパブリックコメント等のいずれかの手順を経ること。
９．運送予定者が企画競争その他これに準ずる競争性のある方法により選定されていること。

計画の変更及び認定が必要）
７．生活交通ネットワーク計画に確保又は維持が必要な運行系統として記載されていること。
８．生活交通ネットワーク計画の策定にあたっては、住民や利用者、利害関係者の意見を反映させる観点から、当事者の協議会への参加、アン

ケート、ヒアリング、公聴会又はパブリックコメント等のいずれかの手順を経ること。
９．運送予定者が企画競争その他これに準ずる競争性のある方法により選定されていること。 ５



補助対象とする地域内フィーダー系統の要件（イメージ）補助対象とする地域内フィーダー系統の要件（イメージ）

市町村ごとの国庫補助額
各補助対象市町村毎の国庫補助金の交付額は、各補助対象市町村の地域内フィーダー系統に係る補助対象経費

合計額の１／２と、各補助対象市町村毎に算定される国庫補助上限想定額の、いずれか少ない方の額以内の額とす
る。

各補助対象市町村毎の国庫補助金の交付額は、各補助対象市町村の地域内フィーダー系統に係る補助対象経費
合計額の１／２と、各補助対象市町村毎に算定される国庫補助上限想定額の、いずれか少ない方の額以内の額とす
る。

市町村 国庫補助額

市町村の地域内フィーダー系統に係る補助対象経費は、実績値や標準値等を用いて事前に算定される補助対象経
常費用の見込額と経常収益の見込額との差に相当する額とする。

ただ 災害等 予期 な 事由 り欠損が増大 た場合そ 他特 調整を必 とする場合 は 予算 範囲内

市町村の地域内フィーダー系統に係る補助対象経費は、実績値や標準値等を用いて事前に算定される補助対象経
常費用の見込額と経常収益の見込額との差に相当する額とする。

ただ 災害等 予期 な 事由 り欠損が増大 た場合そ 他特 調整を必 とする場合 は 予算 範囲内

補助対象経費

フィーダー系統のイメージ

ただし、災害等の予期しない事由により欠損が増大した場合その他特に調整を必要とする場合には、予算の範囲内
で額を増減することができるものとする。

ただし、災害等の予期しない事由により欠損が増大した場合その他特に調整を必要とする場合には、予算の範囲内
で額を増減することができるものとする。

（１）補助対象地域間幹線バス系統のフィーダー系統 （２）交通不便地域における地域間交通ネットワークのフィーダー系統

フィ ダ 系統（路線運行）

①過疎地域等

②交通不便地域として地方運輸局長が指
定する地域

フィーダー系（路線運行）
（補助対象）接続

補助対象地域間幹線バス

接続

フィーダー系統（路線運行）
（補助対象）

地域間交通ネットワーク

地域間交通ネットワーク 接続
フィーダー系統（区域運行）

（補助対象）

補助対象地域間幹線バス
［政令市等が関わる場合］ 政令市・中核市・特別区

接続

補助対象地域間幹線バス

政令市等以外の市町村

フィーダー系統（区域運行）
（補助対象）

①過疎地域等

②交通不便地域として地方運輸局長が指定

＊地域間交通ネットワークの要件
・黒字路線、鉄軌道（JR、大手民鉄等）も含まれる。
・地域間幹線バスは、幹線性（複数市町村間、運行頻度）が必要。

※幹線とフィーダーの接続するポイントは、補助対象となる地域内に含まれていなくてもよい。

フィーダー系統（専ら政令市等が運行の支援を
行うもの及びその運行区域のすべてが政令市
等の区域内であるものは除く。）

（補助対象）

する地域

６



地域公共交通確保維持事業（離島航路・航空路）補助のイメージ地域公共交通確保維持事業（離島航路・航空路）補助のイメージ地域公共交通確保維持事業（離島航路・航空路）補助のイメージ地域公共交通確保維持事業（離島航路・航空路）補助のイメージ

位置づけ

離島航路・航空路を確保・維持するため、事前に算定された収支差や島民割引運賃の取組等
に対して補助を行う。

位置づけ

に対して補助を行う。

離島に関係する支援

地域の特性・実情を踏まえた離島航路・航空路の確保・維持のため、地域の多様な関係者から
なる協議会による議論を経て策定された計画に基づき実施される取組みに対して支援。

離島に関係する支援

協議会 議論を経 策定 計画 実施 取組 対 支援。

【離島航路】 【離島航空路】

・運営費に対する補助

・島民に対する運賃割引への補助

・運航費に対する補助

・島民に対する運賃割引への補助

・構造改革への取組みに対する補助（調査、
公設民営、代替建造）

７



離島航路に係る確保維持事業

支援スキーム

協議会において、離島の生活に必要不可欠な航路の確保維持の内容について議論し、生活交通ネットワーク計
画を策定し、収支見込みを含めて国（運輸局）へ認定申請。
協議会において、離島の生活に必要不可欠な航路の確保維持の内容について議論し、生活交通ネットワーク計
画を策定し、収支見込みを含めて国（運輸局）へ認定申請。

支援スキ ム

※ 当該計画は、離島航路確保維持に係る事業のみの計画として作成することも可。

補助対象経費の１／２以内を国が補助。補助対象経費は、実績収支差見込額に効率化係数を乗じて算出。
※ 補助対象とする航路の考え方については基本的に現行（唯一かつ赤字の航路）と同様。

※ 当該計画は、離島航路確保維持に係る事業のみの計画として作成することも可。

補助対象経費の１／２以内を国が補助。補助対象経費は、実績収支差見込額に効率化係数を乗じて算出。
※ 補助対象とする航路の考え方については基本的に現行（唯一かつ赤字の航路）と同様。

当該計画に基づき、国（本省）が、補助対象期間の開始以前に補助額を内定し運輸局を通じて事業者へ提示。

事業終了後に計画に位置付けのある事業を実施した事業者が国（運輸局）へ補助申請。計画通りの事業運営が
なされたかを確認（監査）した後 国から事業者に対し補助金交付

当該計画に基づき、国（本省）が、補助対象期間の開始以前に補助額を内定し運輸局を通じて事業者へ提示。

事業終了後に計画に位置付けのある事業を実施した事業者が国（運輸局）へ補助申請。計画通りの事業運営が
なされたかを確認（監査）した後 国から事業者に対し補助金交付なされたかを確認（監査）した後、国から事業者に対し補助金交付。なされたかを確認（監査）した後、国から事業者に対し補助金交付。

制度のポイント

事業実施の前提として、地域の協議会での議論を経て生活交通ネットワーク計画を策定。

維持確保事業の計画の策定（収支見込みの算出）にあたっては、移動環境改善の一環として、島民を対象とした
割引運賃を設定する場合には 当該対象航路の存する地域の地バス等の運賃水準までの差を目安（最大引き下

事業実施の前提として、地域の協議会での議論を経て生活交通ネットワーク計画を策定。

維持確保事業の計画の策定（収支見込みの算出）にあたっては、移動環境改善の一環として、島民を対象とした
割引運賃を設定する場合には 当該対象航路の存する地域の地バス等の運賃水準までの差を目安（最大引き下割引運賃を設定する場合には、当該対象航路の存する地域の地バス等の運賃水準までの差を目安（最大引き下
げ幅）として、一定の要件の下で、運賃を引き下げて設定した場合の収入を基に算出することを認めることで、運
賃引き下げについても加味した支援をする。

欠損抑制に資する構造改革への支援として 船舶の公設民営化 省エネ・小型化船への代替建造の費用の一部

割引運賃を設定する場合には、当該対象航路の存する地域の地バス等の運賃水準までの差を目安（最大引き下
げ幅）として、一定の要件の下で、運賃を引き下げて設定した場合の収入を基に算出することを認めることで、運
賃引き下げについても加味した支援をする。

欠損抑制に資する構造改革への支援として 船舶の公設民営化 省エネ・小型化船への代替建造の費用の一部欠損抑制に資する構造改革への支援として、船舶の公設民営化、省エネ 小型化船への代替建造の費用の 部
を補助する。また、確保維持事業（航路補助）の対象外の離島航路についても、一定の要件の下で、船舶の代替
建造費（船価）の一部を補助することとあわせて、当該補助相当分を原資とした運賃引き下げ（島民を対象）を求
めることで、運賃引き下げの実施を支援する。

欠損抑制に資する構造改革への支援として、船舶の公設民営化、省エネ 小型化船への代替建造の費用の 部
を補助する。また、確保維持事業（航路補助）の対象外の離島航路についても、一定の要件の下で、船舶の代替
建造費（船価）の一部を補助することとあわせて、当該補助相当分を原資とした運賃引き下げ（島民を対象）を求
めることで、運賃引き下げの実施を支援する。 ８



離島航空路に係る確保維持事業

支援スキーム

協議会（都道府県ごと）において、離島の生活に必要不可欠な航空路の確保維持の内容について議論し、生活
交通ネットワーク計画を策定し、収支見込みを含めて国（本省航空局）へ提出。

※当該計画は、離島航路確保維持に係る事業のみの計画として作成することも可。

協議会（都道府県ごと）において、離島の生活に必要不可欠な航空路の確保維持の内容について議論し、生活
交通ネットワーク計画を策定し、収支見込みを含めて国（本省航空局）へ提出。

※当該計画は、離島航路確保維持に係る事業のみの計画として作成することも可。

支援スキ ム

※当該計画は、離島航路確保維持に係る事業のみの計画として作成することも可。

補助対象経費の１／２以内を国が補助。補助対象経費は、実績損失見込額と、標準損失額のいずれか低い方と
する。実績見込収支率が標準収支率に満たない者については、５％を上限としてその差分に相当する額を差し引
いた額とする。

※当該計画は、離島航路確保維持に係る事業のみの計画として作成することも可。

補助対象経費の１／２以内を国が補助。補助対象経費は、実績損失見込額と、標準損失額のいずれか低い方と
する。実績見込収支率が標準収支率に満たない者については、５％を上限としてその差分に相当する額を差し引
いた額とする。
※補助対象とする航空路の考え方については現行と同様。（経常損失が見込まれる路線のうち、①最も日常拠

点性を有する、②海上運送等の代替交通機関により概ね２時間以上、③２社以上の競合路線でない）

当該計画に基づき、国（本省航空局）が、補助対象期間の開始以前に補助額を内定し事業者へ提示。

※補助対象とする航空路の考え方については現行と同様。（経常損失が見込まれる路線のうち、①最も日常拠
点性を有する、②海上運送等の代替交通機関により概ね２時間以上、③２社以上の競合路線でない）

当該計画に基づき、国（本省航空局）が、補助対象期間の開始以前に補助額を内定し事業者へ提示。

事業終了後に計画に位置付けのある事業を実施した事業者が国（本省航空局）へ補助申請。事業実績の報告の
後、計画通りの事業運営がなされたかを確認（監査）した後、国から事業者に対し補助金交付。
事業終了後に計画に位置付けのある事業を実施した事業者が国（本省航空局）へ補助申請。事業実績の報告の
後、計画通りの事業運営がなされたかを確認（監査）した後、国から事業者に対し補助金交付。

事業実施の前提として、地域の協議会での議論を経て生活交通ネットワーク計画を策定。事業実施の前提として、地域の協議会での議論を経て生活交通ネットワーク計画を策定。

制度のポイント

支援に制約のある特別会計から一般会計に移行。
・物件費を上限とする制約をなくし、当該航空路の運航により見込まれる標準的な収支差に対して手当てができる
制度とする。また、機材による路線制約（1,500ｍ以下の滑走路で発着できる航空機）を外し、離島路線に就航す
る機材はすべて支援対象とする

支援に制約のある特別会計から一般会計に移行。
・物件費を上限とする制約をなくし、当該航空路の運航により見込まれる標準的な収支差に対して手当てができる
制度とする。また、機材による路線制約（1,500ｍ以下の滑走路で発着できる航空機）を外し、離島路線に就航す
る機材はすべて支援対象とするる機材はすべて支援対象とする。

地域の協議会が、離島住民の移動環境改善の一環として離島住民を対象とした割引運賃を設定する場合に、
運賃を引き下げることによる損失額の一定の部分を運航費補助において支援する。（平成２４年度拡充）

る機材はすべて支援対象とする。

地域の協議会が、離島住民の移動環境改善の一環として離島住民を対象とした割引運賃を設定する場合に、
運賃を引き下げることによる損失額の一定の部分を運航費補助において支援する。（平成２４年度拡充）
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２ 地域公共交通バリア解消促進等事業について２ 地域公共交通バリア解消促進等事業について２．地域公共交通バリア解消促進等事業について２．地域公共交通バリア解消促進等事業について
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地域公共交通バリア解消促進等事業

地域公共交通バリア解消促進等事業の概要地域公共交通バリア解消促進等事業の概要

・ 個別のモードごとの支援から公共交通のバリアフリー化等を一体的に支援する制度

バリアフリー化 利用環境の改善

○バリアフリー化設備等整備事業 （補助率：１/３ 等）

・鉄軌道駅、バスターミナル、旅客船ターミナル、航空旅客
ターミナルのバリアフリー化、待合・乗継設備整備

○利用環境改善促進等事業 （補助率：１/３ 等）

・ＬＲＴシステム、ＢＲＴシステムの整備

（段差の解消、転落防止設備の整備、誘導ブロックの整備、障害者
対応型便所の設置 等）

・ノンステップバス、リフト付きバスの導入

福祉タクシ の導入 等

・ＩＣカードシステムの導入（その他ＩＴシステム等の高度化）

・鉄軌道駅の生活支援機能施設の整備
（子育て支援施設、医療施設） 等

・福祉タクシーの導入 等

地域鉄道の安全性の向上

エレベーター ノンステップバス 福祉タクシー
ＩＣカードシステム連節ノンステップバス低床式車両

○鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 （補助率：１/３※）

安全な鉄道輸送を確保するために地域鉄道事業者が行う
安全性の向上に資する以下の設備整備等に支援を行う。

レ ル マクラギ 落石等防止設備 ＡＴＳ 列車無線設備 防風設備

レール

ＡＴＳ

車両
・レール、マクラギ、落石等防止設備、ＡＴＳ、列車無線設備、防風設備、

橋りょう、トンネル、車両 等
※一定の要件を満たす場合には１/２

落石等防止設備
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バリア解消促進等事業（バリアフリー化・利用環境改善）

協議会 都道府 市 村 事業ご 事業 的 必 性 定量的な 標 効 事業 容 事業協議会 都道府 市 村 事業ご 事業 的 必 性 定量的な 標 効 事業 容 事業

支援スキーム

協議会（都道府県、市町村又は事業ごと）において、事業の目的・必要性、定量的な目標・効果、事業内容と事業
実施者、費用の総額・負担者・負担額等を記載した生活交通ネットワーク計画を策定し、国（運輸局等）へ提出。

協議会が策定した生活交通ネットワーク計画に位置付けのある事業について、当該事業を実施する事業者が国
（運輸局等） 補助申請 事業実績 報告 後 から事業者 対 補助金交付

協議会（都道府県、市町村又は事業ごと）において、事業の目的・必要性、定量的な目標・効果、事業内容と事業
実施者、費用の総額・負担者・負担額等を記載した生活交通ネットワーク計画を策定し、国（運輸局等）へ提出。

協議会が策定した生活交通ネットワーク計画に位置付けのある事業について、当該事業を実施する事業者が国
（運輸局等） 補助申請 事業実績 報告 後 から事業者 対 補助金交付（運輸局等）へ補助申請。事業実績の報告の後、国から事業者に対し補助金交付。（運輸局等）へ補助申請。事業実績の報告の後、国から事業者に対し補助金交付。

制度のポイント

事業実施の前提として、地域の協議会での議論を経て生活交通ネットワーク計画を策定。（平成22年度以前に採
択された交通施設バリアフリー化設備等整備費補助金の継続事業に関しては、経過措置として計画策定を必要
としない ）

事業実施の前提として、地域の協議会での議論を経て生活交通ネットワーク計画を策定。（平成22年度以前に採
択された交通施設バリアフリー化設備等整備費補助金の継続事業に関しては、経過措置として計画策定を必要
としない ）としない。）

補助対象経費の１／３（※）を国が補助。地方自治体の協調補助を要件とせず、事業費の分担については協議会
で議論し、生活交通ネットワーク計画に記載。（※）ノンステップバス及びリフト付きバスの導入については1/4又は差額の1/2

としない。）

補助対象経費の１／３（※）を国が補助。地方自治体の協調補助を要件とせず、事業費の分担については協議会
で議論し、生活交通ネットワーク計画に記載。（※）ノンステップバス及びリフト付きバスの導入については1/4又は差額の1/2
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主な補助対象事業（数字は補助率）

バリアフリー化・利用環境改善促進等の補助対象事業

主な補助対象事業（数字は補助率）

バリアフリー化事業 バリアフリー化事業

○既存旅客船ターミナルのバリアフリー化

○既存鉄軌道駅のバリアフリー化
（バリアフリー化設備、待合・乗換設備、

情報案内設備、ＨＰ制作等）
⇒ １／３

（バリアフリー化設備、待合・乗換設備、情報案内設備、ＨＰ制作等）
⇒ １／３

○既存船舶のバリアフリー化、高度バリアフリー化船の導入

利用環境改善促進等

○既存バスターミナル、タクシー乗り場のバリアフリー化
（バリアフリー化設備、待合・乗換設備、

情報案内設備、ＨＰ制作等）
⇒ １／３

○既存船舶のバリアフリ 化、高度バリアフリ 化船の導入
（既存船舶のバリアフリー化改造、高度バリアフリー化船の建造・改造）

⇒ 改造費又は通常バリアフリー化船との差額の１／３

利用環境改善促進等

○鉄軌道駅の生活支援機能施設の整備
⇒ １／３

⇒ １／３

○ノンステップバス・リフト付バス（車両購入・改造）の導入
⇒ １／４又は差額の１／２

○LRTシステムの整備
（車両購入、停留所整備等）

⇒ １／３

整備

○福祉タクシーの導入
（車両購入・改造、共同配車センター関係設備等）

⇒ １／３（共同配車センターの設立を要件としない）

○ICカードシステムの整備
（システム開発、設備整備等）

⇒ １／３

○BRTシステムの整備
（車両購入、停留所整備等）

⇒ １／３

○既存航空旅客ターミナルのバリアフリー化
（バリアフリー化設備、待合・乗換設備、

情報案内設備、ＨＰ制作等）
⇒ １／３

○バス等ロケーションシステムの整備
（システム開発、設備整備等）

⇒ １／３

○離島航路（地域公共交通確保維持事業の対象外の離島航路で離島住民○離島航路（地域公共交通確保維持事業 対象外 離島航路 離島住民
の 運賃割引を行う者）の船舶建造等

⇒ １／１０
ただし、離島住民の運賃割引に必要な経費の１／２以内
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バリア解消促進等事業（地域鉄道の安全性の向上）

協議会（都道府県 市町村又は事業ごと）において 事業の目的・内容・効果 費用負担 事業内容と事業主体等協議会（都道府県 市町村又は事業ごと）において 事業の目的・内容・効果 費用負担 事業内容と事業主体等

支援スキーム

協議会（都道府県、市町村又は事業ごと）において、事業の目的 内容 効果、費用負担、事業内容と事業主体等
を記載した生活交通ネットワーク計画を策定し、国（運輸局）へ提出。

※当該計画は、バリア解消促進等事業のみの計画として作成することも可。

協議会が策定した生活交通ネットワーク計画に位置付けのある事業について 当該事業を実施する事業者が国

協議会（都道府県、市町村又は事業ごと）において、事業の目的 内容 効果、費用負担、事業内容と事業主体等
を記載した生活交通ネットワーク計画を策定し、国（運輸局）へ提出。

※当該計画は、バリア解消促進等事業のみの計画として作成することも可。

協議会が策定した生活交通ネットワーク計画に位置付けのある事業について 当該事業を実施する事業者が国協議会が策定した生活交通ネットワ ク計画に位置付けのある事業について、当該事業を実施する事業者が国
（運輸局）へ補助申請。交付決定、事業実施を経て事業実績の報告の後、国から事業者に対し補助金交付。
協議会が策定した生活交通ネットワ ク計画に位置付けのある事業について、当該事業を実施する事業者が国
（運輸局）へ補助申請。交付決定、事業実施を経て事業実績の報告の後、国から事業者に対し補助金交付。

旧「鉄道軌道輸送対策事業」に相当する支援制度。
事業実施の前提として 地域の協議会での議論を経て生活交通ネットワーク計画を策定
旧「鉄道軌道輸送対策事業」に相当する支援制度。
事業実施の前提として 地域の協議会での議論を経て生活交通ネットワーク計画を策定

制度のポイント

事業実施の前提として、地域の協議会での議論を経て生活交通ネットワ ク計画を策定。
事業費の１／３ （※）を国が補助。地方自治体の協調補助を要件とせず、事業費の分担については協議会で議論
し、生活交通ネットワーク計画に記載。

（※）鉄道事業再構築事業を実施する事業者には、一定の要件を満たす場合、補助率１／２（平成２５年度拡充）

事業実施の前提として、地域の協議会での議論を経て生活交通ネットワ ク計画を策定。
事業費の１／３ （※）を国が補助。地方自治体の協調補助を要件とせず、事業費の分担については協議会で議論
し、生活交通ネットワーク計画に記載。

（※）鉄道事業再構築事業を実施する事業者には、一定の要件を満たす場合、補助率１／２（平成２５年度拡充）

（旧「鉄道軌道輸送対策事業」との変更点）
「全事業経常損益」基準から「鉄道事業経常損益」基準に変更
第３種鉄道事業者である地方公共団体を全て対象とする
設備投資工事（機能向上、老朽更新）に加えて、車両（検査時整備等）、

（旧「鉄道軌道輸送対策事業」との変更点）
「全事業経常損益」基準から「鉄道事業経常損益」基準に変更
第３種鉄道事業者である地方公共団体を全て対象とする
設備投資工事（機能向上、老朽更新）に加えて、車両（検査時整備等）、設備投資工事（機能向上、老朽更新）に加えて、車両（検査時整備等）、
線路設備（橋梁・トンネル補修等）等に係る修繕工事も採択

制度上、地方自治体の協調補助要件がなくなるが、事業採択・補助金配分に際しては、地方自治体の協調補助
の有無・規模を十分に勘案

設備投資工事（機能向上、老朽更新）に加えて、車両（検査時整備等）、
線路設備（橋梁・トンネル補修等）等に係る修繕工事も採択

制度上、地方自治体の協調補助要件がなくなるが、事業採択・補助金配分に際しては、地方自治体の協調補助
の有無・規模を十分に勘案
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３ 地域公共交通調査等事業について３ 地域公共交通調査等事業について３．地域公共交通調査等事業について３．地域公共交通調査等事業について
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調査事業

地域の公共交通の確保維持改善にかかる計画の策定調査等

補助対象

補助対象者

上記の計画の策定を設置目的の一つとする多様な地域の関係者により構成される協議会（補助
要綱第２条第１号に規定する協議会のほか、地域公共交通活性化・再生法に定める法定協議会、
離島航路協議会等、既存の協議会を含む。 ）

計 策定 な経費 協議会 催等 事務費 デ 集 析 費 住

補助対象経費

計画の策定に必要な経費 （協議会開催等の事務費、地域のデータの収集・分析の費用、住
民・利用者アンケートの実施費用、専門家の招聘費用、モビリティマネジメントの実施等地域住民
への啓発事業の費用、短期間の実証調査のための費用等。）

定額（２０００万円以下）

補助率

定額（２０００万円以下）
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地域協働推進事業

位置づけ

持続可能な地域公共交通体系を構築するためには、地域の関係者が協働・連携しながら確保・維持に向けた取組みを推進
する必要。
→ 特に、地域ぐるみによる利用促進が必要かつ効果的であることから、これに係る取組み及び公共交通サービスの

情報提供等に要する経費等について、一定の要件の下、国が補助できることとする。

地域公共交通調査事業費補助金と並立して地域協働推進事業費補助金を創設する。
（両補助金を「地域公共交通調査等事業」と総称）

制度のポイント

地域ぐるみ（行政、事業者、住民、地元商店街等）による利用促進、公共交通サービスの情報提供等、地域公共交通の確
保・維持に向けた取組みの継続的実施

制度のポイント

地域協働推進事業費補助金の概要

◇補助要件：① 事業の実施に関する事項を記載した計画（地域協働推進事業計画）が、以下の認定基準により、
国から認定を受けていること。

【認定基準】 （１） 法定の連携計画における位置づけ
（２） 継続的かつ計画的な取組みの実施（３ヵ年以上）

地域協働推進事業費補助金の概要

（２） 継続的かつ計画的な取組みの実施（３ヵ年以上）
（３） 地域の連携協働体制の確立（役割分担の明確化）
（４） 効果目標の設定

② 補助を受けようとする法定協議会の市町村の区域内において、以下のいずれかの事業が実施されている
（予定も含む）こと（予定も含む）
・確保維持事業（地域間幹線、地域内フィーダー、補助対象離島航路、離島航空路）
・鉄道軌道安全輸送設備等整備事業（地域鉄道）

◇補助対象経費：公共交通サービスの情報提供等、地域ぐるみの利用促進に係る
取組みに要する経費

◇補助率：１／２ ◇実施期間：最大２年間

○○市公共交通マップ

◇補助率：１／２ ◇実施期間：最大２年間

◇補助対象事業者：法定協議会（※）
※地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく法定協議会をいう。

１７
＜地域ワークショップ＞ ＜公共交通マップ作成＞ 等

3

4

5

6 2

1

○○駅前バス停案内図

お問い合せ先
○○バス株式会社 地域振興部総務課

0XXX‐XX‐XXXX  担当：佐波、伊波流



４４ 東日本大震災東日本大震災の被災地支援の被災地支援についてについて４．４．東日本大震災東日本大震災の被災地支援の被災地支援についてについて
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地域公共交通確保維持改善事業を活用して、被災地のバス交通、乗合タクシー等の確保・

東日本大震災によって被害を受けた地域公共交通に対する支援東日本大震災によって被害を受けた地域公共交通に対する支援

維持を支援。

◇東日本大震災により、バス交通等に甚大な影響
◇被災による地域 移動 ズ 大きな変化 特定被災地域公共交通調査事業の支援事例

【復興庁一括計上（H25年度２７億円）】

◇被災による地域の移動ニーズの大きな変化
◇被災地の復旧・復興状況等に応じて日々変化す
るニーズ

特定被災地域公共交通調査事業の支援事例
（被災地域を走行するバス・乗合タクシー）

【既存バス系統のルート変更等】
・既存バス路線を活用しつつ、仮設住宅・残存集

○被災地域におけるバス交通等を支援するために、既存制度の補

既存バス路線を活用しつつ、仮設住宅 残存集
落等と病院、商店等の日常生活の移動確保。

助要件の緩和等の特例措置を平成２３年度より実施。

○平成２５年度においても、引き続き、復興等の進捗に対応した被
災地域のバス交通等を支援するとともに、地域内の生活交通に
関し、有償運行を条件に、補助上限額を3,500万円から4,500万円
へ引き上げることにより、支援を強化。

事業内容

【乗合タクシー】
・仮設住宅住民等の生活交通の確保。

＜地域間輸送＞（被災地域地域間幹線系統確保維持事業）
・地域間幹線系統確保維持事業の各種要件を緩和した地域間輸送

＜地域内輸送＞（特定被災地域公共交通調査事業）

事業内容

＜地域内輸送＞（特定被災地域公共交通調査事業）
・ 避難所・仮設住宅・残存集落と、医療・買い物・公的機関等の間の

日常生活の移動確保を目的とする地域内輸送等

１９



東日本大震災に係る「地域公共交通確保維持改善事業」の対応措置について
（バス等陸上交通確保維持関係）

・地域間輸送は確保維持事業の要件緩和で対応。地域内輸送は調査支援事業の要件緩和で対応。（下記）
・手続面での最大限の弾力化（事業実施主体、協議会、計画策定・変更、申請書類、申請期限等）

基本方針

東日本大震災で直接的に甚大な被害を受け、生活交通の確保維持が必要な市町村を地方運輸局長が毎年度指定。

地域内輸送地域間輸送

対象地域

○補助対象事業
・ 避難所・仮設住宅・残存集落や新規住宅と、医療・買い物・公的
機関等の間の日常生活の移動確保を目的とする地域内輸送等

地域内輸送地域間輸送

○補助対象事業
・ 「地域間幹線系統確保維持事業」（新制度）の各種要件を緩和

した地域間輸送

（被災地域地域間幹線系統確保維持事業） （特定被災地域公共交通調査事業）

機関等 間 活 移動確保を目 す 域 輸送等
〈補助率〉

定額補助
（１）特例措置

①上限額の緩和：一地域の上限額を2,000万から 3,500万に緩和
②実証調査期間の緩和：

輸
〈補助率〉

収支差等の１／２
（１）特例措置

①輸送量要件の緩和：
「１日当たり輸送量１５人以上」の要件を既に地バス補助を受け ②実証調査期間の緩和：

短期間を緩和し、調査期間中の実証調査（無償運行を含む。）
可能化

③補助対象期間の弾力化 ： １年間から、最大３年間に緩和
④補助対象者の弾力化：

協議会に加え 企画 検討 調査実施主体等を補助対象化

「１日当たり輸送量１５人以上」の要件を既に地バス補助を受け
ている系統と下記②の系統には不適用

②補助対象系統の緩和等：
地域間幹線系統機能を一時的に分担する系統を補助対象化
するとともに、これらの系統を貸切・乗用乗合許可や自家用有

償旅客運送により運行する場合も補助対象化 協議会に加え、企画・検討・調査実施主体等を補助対象化償旅客運送により運行する場合も補助対象化
③密度カットの緩和 ：平均乗車密度５人未満でもカットせず
④競合カットの緩和 ：競合区間部分をカットせず
⑤バス車両補助の弾力化：

バス車両の取得について、現行の減価償却費等補助に加え、

（２）特例措置の期間
・ 平成２３～２５年度予算（３年間）

購入費補助を追加し、選択可能に。中古車の補助対象化。

（２）特例措置の期間
・ 平成２３～２７年度予算（５年間） ２０



５５ 公共交通に係る地域の計画公共交通に係る地域の計画についてについて５．５．公共交通に係る地域の計画公共交通に係る地域の計画についてについて
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地域の計画について～協議会と地域の公共交通に係る計画の関係等について～

生活交通ネットワーク計画生活交通ネットワーク計画

生活交通改善事業計画
地域間幹線系統
確保維持計画

陸上交通 離島航路（航空路） バリア解消促進等事業

生活交通改善事業計画確保維持計画
（３年計画）

離島航路確保維持計画

（３年計画）

都道府県主催協議会

or協議会or都道府県等

地域内フィーダー系統
確保維持計画

（３年計画）

（３年計画）

事業単位協議会

市町村主催協議会

or協議会or都道府県等

（駅、空港等）

※各計画は分野毎に作成することも可
※陸上交通に係る計画のうち地域間幹線系統確保維持計画と地域内フィーダー系統確保維持計画を別に作成する

協議会or市町村等

※陸 交通 係る計画のうち地域間幹線系統確保維持計画 地域内 ィ ダ 系統確保維持計画を別 作成する
ことも可（この場合、両協議会において計画の情報の共有を行うこと。）

※上記中の都道府県・市町村協議会については、事業内容に応じた主催主体の組合わせ等が可能

○地域協議会の考え方○地域協議会の考え方
【メンバー】 地方公共団体（都道府県・市町村）、関係交通事業者、国（地方運輸局等又は地方航空局） 等

（陸上交通及び離島航路の地域公共交通確保維持事業に係る生活交通ネットワーク計画は、関係する
都道府県及び市町村がともに参加）

※地域・分野毎の分科会の設置や複数市町村による合同協議会の設置も可能とする。※地域 分野毎の分科会の設置や複数市町村による合同協議会の設置も可能とする。
※既存の類似協議会（地域公共交通活性化・再生法の法定協議会等）の活用も可能とする。
※住民や利用者の意見を反映させる観点から、住民や利用者の代表を協議会の構成員に加える、アンケートやヒアリ

ングを実施する、公聴会やパブリックコメントを実施する等のいずれかの手順を経て計画を策定することとする。 ２２



生活交通ネットワーク計画等の記載事項

地域公共交通確保維持事業（陸上交通） 地域公共交通バリア解消促進等事業

地域間幹線系統

○事業の目的・必要性

○事業の定量的な目標・効
果

地域内フィーダー系統

○事業の目的・必要性

○事業の定量的な目標・効
果

バリアフリー化設備
等整備事業

○事業の目的・必要性

○事業の定量的な目標・効

利用環境改善促進等
事業

○事業の目的・必要性

○事業の定量的な目標・効果

○運行系統の概要・運送予
定者

○事業に要する費用の総
額・負担者・負担額

果

○運行系統の概要・運送予
定者

○事業に要する費用の総
額・負担者・負担額

○事業の定量的な目標・効
果

○事業の内容・事業実施者

○事業に要する費用の総
額・負担者・負担額

○事業の定量的な目標・効
果

○事業の内容・事業実施者

○事業に要する費用の総
額・負担者・負担額

○その他（別表４の基準ハ・
二関係）

車両減価償却費等補助を受けようとする場合は、上記に
○車両の取得の目的・必要性
○車両 取得 定量的な目標 効果

○計画期間 ○計画期間
○その他（別表２１関係）

鉄道軌道安全輸送設備等整備事業○車両の取得の定量的な目標・効果
○車両取得計画の概要・取得事業者
○車両取得の費用の総額・負担者・負担額
に係る事項を加える。

鉄道軌道安全輸送設備等整備事業

○事業の目的・必要性
○事業の定量的な目標・効果
○事業の内容・事業実施者

事業 す 費 総額 負担者 負担額

運営費補助

○事業の目的・必要性

構造改革補助

○事業の目的 必要性

地域公共交通確保維持事業（離島航路）
○事業に要する費用の総額・負担者・負担額
○計画期間

※上記各事業の計画記載事項は それぞれ 地域間幹線系○事業の目的・必要性

○事業の定量的な目標・効
果

○航路の概要・運航予定者

○事業に要する費用の総額、

○事業の目的・必要性

○事業の定量的な目標・効
果

○運航を確保・維持するため
の改善策等

※上記各事業の計画記載事項は、それぞれ、地域間幹線系
統確保維持計画、地域内フィーダー系統確保維持計画、
離島航路確保維持計画、生活交通改善事業計画の場合も
同じ。

※利用環境改善促進等事業については、ＬＲＴ整備計画に記○事業に要する費用の総額、
負担者

○事業の改善等に関する事
項

の改善策等

○事業に要する費用の総額、
負担者・負担額

載されていない事項を追記書類としてつけることで、鉄道
軌道安全輸送設備等整備事業については、鉄道事業再構
築実施計画に記載されていない事項を追記書類としてつけ
ることで生活交通ネットワーク計画に代替可。 ２３



６．地域公共交通確保維持改善事業の申請６．地域公共交通確保維持改善事業の申請
手続き等の流れについて手続き等の流れについて
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地域間幹線系統確保維持事業の流れ

協議会or都道府県等 国（運輸局等）事業者

〆切：前年の６／３０
地域間幹線系統確保

維持計画の策定
認定申請書の提出

〆切：前年の６／３０

様式１－３
（変更：１－４）

様式１ ５

申請書を審査

通 知

様式１－５
①計画の大臣認定
②系統・補助額の内定通 知

事 業 の 実 施

申請書を審査
〆切：１１／３０

提出 申請書を審査

大臣からの交付決定

様式１－８

交付申請書

通 知
大臣からの交付決定

額の確定様式１－９

提出補助金支払請求書

補助金の交付
支 払 い

提出

様式１－１２

補助金支払請求書

２５



地域内フィーダー系統確保維持事業の流れ
協議会or市町村等 国（運輸局等）事業者 過疎地域等に協議会or市町村等 国（運輸局等）事業者

交通不便地域の地域
指定申請書の提出

申請書を審査

計画策定以前に

過疎地域等に
該当しない場合

交通不便地域の
運輸局長指定

通 知

計画策定以前に
随時申請

地域内フィーダー系統
確保維持計画の策定

認定申請書の提出

〆切：前年の６／３０

様式１－６
（変更：１－７）

申請書を審査

事 業 の 実 施

通 知

（変更：１ ７）

①計画の大臣認定
②系統・補助額の内定

通 知

事 業 の 実 施

提出 申請書を審査
様式１－８

交付申請書
〆切：１１／３０

通 知

様式１－９

大臣からの交付決定
額の確定

補助金の交付
支 払 い

提出

様式１－１２

補助金支払請求書

２６



車両減価償却費等支援事業の流れ

協議会 都道府県 市 村 （ ）協議会or都道府県or市町村 国（運輸局等）事業者

地域間幹線系統 〆切：前年の６／３０or
地域内フィーダー系統

確保維持計画への追記

認定申請書の提出

〆切：前年の６／３０

様式１－３or
様式１－６

申請書を審査

事 業 の 実 施

通 知
①計画の大臣認定
②補助額の内定

通 知

事 業 の 実 施

提出 申請書を審査交付申請書
〆切：１１／３０

通 知

提出 申請書を審査

大臣からの交付決定

様式１－１０

交付申請書

通 知 大臣からの交付決定
額の確定様式１－１１

提出補助金支払請求書

補助金の交付
支 払 い

提出

様式１－１２

補助金支払請求書

２７



離島航路確保維持事業（運営費等補助）の流れ

国（運輸局等）事業者

〆切：前年の６／３０

協議会or都道府県or市町村

離島航路確保維持
計画の策定

認定申請書の提出

〆切：前年の６／３０

様式２－２１
（変更：２－２２）

申請書を審査

様式２－２、２－３、２－４、２－５、

通 知 ①計画の大臣認定
②航路・交付額の内定

通 知

様式２ ２、２ ３、２ ４、２ ５、
２－５－２（旅客運賃の割引を行う場合に限る）

事 業 の 実 施

提出 申請書を審査交付申請書
〆切：１１／３０

提出 申請書を審査

大臣からの交付決定

様式２－７

様式２－２、２－３、２－９、２－８（旅
客運賃の割引を行う場合に限る）

交付申請書

通 知
大臣からの交付決定

額の確定様式２－１０

提出補助金支払請求書

補助金の交付
支 払 い

提出

様式２－１１

補助金支払請求書

２８



事業者 国（運輸局等）協議会or都道府県or市町村

離島航路確保維持事業（構造改革補助）の流れ
事業者

離島航路確保維持
計画の策定

国（運輸局等）協議会 都道府県 市町村

添付

※運営費補助に係る離島
航路確保維持計画と合
わせて提出

提 出

様式２－１２又は２－１２号の２
（変更：２－１４）

申請書を審査

添付

交付申請書

事業の実施
様式２－１３

（変更：２－１５）

状況報告 提 出 受理

通 知

大臣の要求があった場合

大臣からの交付決定

完了実績報告書 提 出

状況報告 提 出 受理
様式２－１６

様式２ １７

報告書を審査〆切：事業完了後１ヶ月以内又は３／３１

補助金額の確定

様式２－１７

通 知

様式２－１８

提 出補助金支払請求書

補助金の交付
支 払 い

提 出

様式２－１１

補助金支払請求書

補助財産の目的外 提 出 申請書を審査

通 知

補助財産の目的外
使用等の承認申請

提 出

十年を経過した資産等は様式２－２０による報告のみで可

申請書を審査

目的外使用等の承認

様式２－１９

２９



離島航空路確保維持事業（運航費補助）の流れ

国事業者 協議会or都道府県 国事業者

交通ネットワーク計画
（離島航空路確保維

持計画）の策定

認定申請書の提出

〆切：前年の１２／３１

様式３ １又は３ １１

申請書を審査

協議会or都道府県

持計画）の策定

通 知

様式３－１又は３－１１
（変更：３－５又は３－１２）

①計画の大臣認定
②航空路・交付額の内定

通 知

様式３－２、３－３、３－４

事 業 の 実 施

②航空路 交付額の内定

末

提出 申請書を審査交付申請書
〆切：２月末

様式３－６

通知 大臣からの交付決定

提出

様式３－７

〆切：４／１０

完了実績報告書 提出

通知
額の確定

様式３－８

様式３－９

完了実績報告書

補 金支払請求書

補助金の交付
支 払 い

提出

様式３－１０

補助金支払請求書

３０



バリア解消促進等事業の流れ
事業者 国（運輸局等）協議会or都道府県or市町村事業者

生活交通改善事業
計画の策定

国（運輸局等）協議会 都道府県 市町村

添付

交付申請書 提 出

様式４－１
（変更：４－３）

申請書を審査

添付

事業の実施
様式４－２

（変更：４－４）

大臣からの交付決定

状況報告 提 出 受理

通 知

大臣の要求があった場合

完了実績報告書 提 出

状況報告 提 出 受理
様式４－５

様式４ ６

報告書を審査〆切：事業完了後１ヶ月以内又は４／１０

補助金額の確定

様式４－６

通 知

様式４－８

提 出補助金支払請求書

補助金の交付
支 払 い

提 出

様式４－９

補助金支払請求書

補助財産の目的外 申請書を審査

通 知

補助財産の目的外
使用等の承認申請

提 出

様式４－１０

申請書を審査

目的外使用等の承認
３１



調査事業の流れ

協議会 国（運輸局等）協議会

提 出交付申請書

国（運輸局等）

様式５－１
（変更：５－３）

申請書を審査

事業の実施

（変更：５ ３）

大臣からの交付決定
様式５－２

（変更：５－４）

大臣の要求があった場合

通 知

状況報告 提 出 受理
大臣の要求があった場合

様式５－５

切 事業完了後 月以内又は ／

提 出完了実績報告書

補助金額の確定

報告書を審査

通 知

様式５－６

〆切：事業完了後１ヶ月以内又は４／１０

補助金額の確定通 知

様式５－７

提 出

様式５－８

補助金支払い請求書

補助金の交付

補助財産の目的外
使用等 承認申請

提 出 申請書を審査

支 払 い

使用等の承認申請
提 出

様式５－９

目的外使用等の承認通 知
３２



地域協働推進事業の流れ

法定協議会（※） 国（運輸局等）法定協議会（※） 国（運輸局等）

地域協働推進事業
計画の策定

認定申請書の提出
申請書を審査

様式５ １１

計画の認定
○地域公共交通総合連携計画へ地域協働推進事

業の実施内容・実施主体及び概要を記載

様式５－１１
（変更：５－１２）

通 知

提 出交付申請書
様式５－１３

申請書を審査

※ ｢地域公共交通の活性化及び再生に関する法律｣ に規定する協議会を言う。

事業の実施

様式５－１３
（変更：５－１５）

大臣からの交付決定様式５－１４
（変更：５－１６）

通 知

提 出

事業の実施

完了実績報告書

（変更：５ １６）

報告書を審査

様式５－１８

〆切：事業完了後１ヶ月以内又は４／１０

補助金額の確定通 知

様式５－７（準用）

様式５ １８

提 出補助金支払い請求書

様式５－８（準用） 補助金の交付
支 払 い

◇ 地域協働推進事業計画の認定を受けたことをもって、補助金の交付が決定されるわけではない。 ３３



地域公共交通確保維持改善事業のスケジュールについて

平成２６年度平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

１０月 １０月

平成２４年度

１０月４月 ４月 ４月 ４月

平成２５年度

○ 確保維持事業

○ 確保維持事業

○ 確保維持事業
陸上交通
離島航路

離島航空路

○ バリア解消促進
等事業

○ 調査等事業

平成２５年度予算 平成２６年度予算

• 制度は平成２３年度創設。

• 事業年度（補助対象期間）は、陸上交通及び離島航路に係る確保維持事業については、１０月～９月、
それ以外は４月 ３月

• 制度は平成２３年度創設。

• 事業年度（補助対象期間）は、陸上交通及び離島航路に係る確保維持事業については、１０月～９月、
それ以外は４月 ３月それ以外は４月～３月。それ以外は４月～３月。

３４


